
（仮称）大阪市こどもの貧困対策推進計画（第２期）の骨子（案）について

資料１



１

１ はじめに
（１）計画策定の背景
（２）計画策定の趣旨
（３）計画の位置づけ
（４）計画期間

  （５）第１期計画の振り返り

【資料２参照】 P１～17
・こどもの貧困対策の推進に関する法律の改正（以下、改正法という。）
やこども大綱の策定等、第１期計画策定以降の動きなども踏まえて、記
載内容を更新
・第１期計画の振り返りを挿入

２ こども、子育て家庭の状況
（１）大阪市子どもの生活に関する実態調査の概要
（２）困窮度の分類
（３）経済的資本の欠如の状況
（４）ヒューマンキャピタルの欠如の状況
（５）ソーシャルキャピタルの欠如の状況

【資料２参照】 P18～43
・第１回策定部会にて確認いただいた
令和５年度に実施した「子どもの生活に関する実態調査」の
結果を反映

第１章 計画の策定にあたって

３ 主な課題
（１）家計と収入に関すること
（２）ひとり親世帯等に関すること
（３）学習習慣・生活習慣に関すること
（４）つながりに関すること
（５）必要な支援の利用に関すること

【資料２参照】 P44～46
・第２回策定部会にて確認いただいた
実態調査から見えた主な課題を反映（課題を６つから５つに整理）

前回策定部会において議論済

前回策定部会において議論済

前回策定部会において議論済



２

１ 基本理念 【資料２参照】 P47
・改正法の目的や理念等を勘案して改正

第２章 計画の基本的な考え方

３ 施策体系

【資料２参照】 P48 ～55
・第３回策定部会で、いただいたご意見を踏まえて、記載内容を更新
 基本理念の実現に向け、考え方を整理
【資料２参照】 P4８
・施策体系の考え方に基づく具体の取組内容について、記載内容を更新

４ 計画の目標と指標
【資料２参照】 P56～57
・支援を必要とする人に、必要な支援が届いているかといった観点から  
目標を設定（４項目）
・第１期計画における計画指標をベースに、こども・若者、子育て当事者
の置かれた状況等を毎年度把握するための指標を設定

【資料２参照】 P47
・第３回策定部会で、いただいたご意見を踏まえて、施策体系全般に
わたる「重視する視点」を新たに設定

２ 重視する視点

前回策定部会において議論済

本日の策定部会で議論

本日の策定部会で議論

本日の策定部会で議論



３

施策１ 学びの支援の充実
施策２ 家庭生活の支援の充実
施策３ 生活基盤の確立支援の充実
施策４ つながり・見守りの仕組みの充実

【資料２参照】 P58～82
・こどもの貧困対策に資する取組・事業を中心に「主な取組」として掲
載する（事業担当部署と調整中）

１ 計画の推進体制
２ 計画の進捗管理
３ 関係機関との連携

【資料２参照】 P83
・第３回策定部会で、いただいたご意見を踏まえて、民間企業や地域
との連携を追記

参考資料
１ 用語の説明
２ こども・子育て支援会議条例
３ こども・子育て支援会議条例施行規則
４ 大阪市こどもの貧困対策推進本部設置要綱
５ パブリック・コメント手続きの実施結果について
６ 図表目次

【資料２参照】 P84～95
時点更新

第３章 主な取組

第４章 計画の推進にあたって
前回策定部会において議論済

今後更新

本日の策定部会で議論
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